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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
に
限
る
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

墨
田
区
、
足
立
区
、
葛
飾
区
及
び
江
戸
川
区

二

検
査
期
日

令
和
四
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

三

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
に
限
る
。
）
の
所
在

の
場
所

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

武
蔵
野
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

福
生
市
大
字
熊
川
字
南
九
十
五
番
四
、
同

番
十
一
か
ら
同
番
十
三
ま
で
、
同
番
十
五

か
ら
同
番
十
七
ま
で
、
同
番
十
九
、
同
番

二
十
、
同
番
二
十
三
、
同
番
二
十
五
、
同

番
三
十
四
、
同
番
三
十
五
、
同
番
三
十
七

か
ら
同
番
三
十
九
ま
で
、
同
番
四
十
五
か

ら
同
番
四
十
七
ま
で
、
同
番
四
十
九
か
ら

同
番
五
十
七
ま
で
、
百
十
番
一
、
百
二
十

六
番
一
、
百
三
十
九
番
二
か
ら
同
番
六
ま

で
、
同
番
十
九
か
ら
同
番
二
十
五
ま
で
、

同
番
二
十
七
か
ら
同
番
三
十
三
ま
で
、
昭

島
市
拝
島
町
三
丁
目
千
五
百
六
十
七
番
二

及
び
同
番
三

令
和
四
年
八
月
十

八
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所
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東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
三
課
（
青
梅
市
河

辺
町
六
丁
目
四
番
一
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
都
市
高
速
鉄
道
第
八
号
線
豊
洲
〜
住
吉
間
建
設
事
業
に
つ

い
て
、
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
（
以
下
「
調
査
計
画
書
」
と
い

う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地㈠

事
業
者

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

山
村

明
義

台
東
区
東
上
野
三
丁
目
十
九
番
六
号

㈡

環
境
影
響
評
価
の
実
施
者
（
都
市
計
画
を
定
め
る
者
）

東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

都
市
高
速
鉄
道
第
八
号
線
豊
洲
〜
住
吉
間
建
設
事
業

鉄
道
の
建
設

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
都
市
高
速
鉄
道
第
八
号
線
（
有
楽
町
線
）
と
し

て
、
現
在
供
用
さ
れ
て
い
る
豊
洲
駅
の
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
か
ら
、

住
吉
駅
の
江
東
区
住
吉
二
丁
目
ま
で
の
延
長
約
五
・
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
（
内
、
ト
ン
ネ
ル
建
設
区
間
約
四
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
豊

洲
駅
改
良
区
間
約
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
区
間
に
都
市
高
速

鉄
道
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

周
知
地
域
の
範
囲

江
東
区

豊
洲
二
丁
目
、
豊
洲
三
丁
目
、
豊
洲
四
丁
目
、
豊
洲

五
丁
目
、
枝
川
一
丁
目
、
枝
川
二
丁
目
、
枝
川
三
丁

目
、
塩
浜
二
丁
目
、
潮
見
二
丁
目
、
東
陽
二
丁
目
、

東
陽
三
丁
目
、
東
陽
四
丁
目
、
東
陽
五
丁
目
、
東
陽

六
丁
目
、
東
陽
七
丁
目
、
千
石
一
丁
目
、
千
石
二
丁

目
、
千
石
三
丁
目
、
石
島
、
千
田
、
海
辺
、
扇
橋
二

丁
目
、
扇
橋
三
丁
目
、
猿
江
二
丁
目
及
び
住
吉
二
丁

目
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目

事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、
地
盤
、

水
循
環
、
史
跡
・
文
化
財
及
び
廃
棄
物
を
調
査
、
予
測
及
び
評
価

項
目
と
し
て
選
定
し
て
い
る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

江
東
区
環
境
清
掃
部
温
暖
化
対
策
課

江
東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
四
年
十
月
三
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm

ent ／reading_guide／index.htm
l
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公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

青
山
石
油

販
売
株
式

会
社

安
東

經
國

港
区
北
青
山
三
丁
目

二
番
一
号

令
和
四
年
五
月

三
十
一
日

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日
港
区
告
示
第
二
百
七

号

愛
宕
地
区
第
一

種
市
街
地
再
開

発
事
業

東
京
都
市
計
画
第

令
和
四
年
七
月
八
日
品
川
区
告
示
第
三
百
四
十

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

三
号

小
山
三
丁
目
第

一
地
区
第
一
種

市
街
地
再
開
発

事
業

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
四
年
七
月
八
日
品
川
区
告
示
第
三
百
四
十

四
号

小
山
三
丁
目
第

二
地
区
第
一
種

市
街
地
再
開
発

事
業

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
四
年
六
月
十
七
日
中
野
区
告
示
第
七
十
六

号

囲
町
西
地
区
第

一
種
市
街
地
再

開
発
事
業

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
四
年
六
月
十
七
日
足
立
区
告
示
第
二
百
九

十
一
号

北
綾
瀬
駅
周
辺

地
区
地
区
計
画

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
四
年
七
月
七
日
狛
江
市
告
示
第
百
九
十
七

号

国
領
町
八
丁
目

・
和
泉
本
町
四

丁
目
周
辺
地
区

地
区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
四
年
六
月
十
七
日
中
野
区
告
示
第
七
十
六

号

囲
町
地
区
地
区

計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
四
年
六
月
十
七
日
中
野
区
告
示
第
七
十
六

号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
四
年
六
月
十
七
日
中
野
区
告
示
第
七
十
六

号

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
四
年
六
月
十
七
日
中
野
区
告
示
第
七
十
六

号

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
四
年
六
月
十
七
日
足
立
区
告
示
第
二
百
八

十
九
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
四
年
六
月
十
七
日
足
立
区
告
示
第
二
百
九

十
号

東
京
都
市
計
画
沿

道
地
区
計
画

令
和
四
年
六
月
十
七
日
足
立
区
告
示
第
二
百
九

十
二
号

足
立
区
環
状
七

号
線
Ｃ
地
区
沿

道
地
区
計
画

府
中
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
四
年
五
月
二
十
六
日
府
中
市
告
示
第
百
二

号

東
村
山
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
四
年
七
月
十
五
日
四
東
村
山
市
告
示
第
百

八
十
一
号
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東
村
山
駅
西
口

地
区
地
区
計
画

東
村
山
都
市
計
画

高
度
利
用
地
区

令
和
四
年
七
月
十
五
日
四
東
村
山
市
告
示
第
百

八
十
二
号

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
四
年
七
月
七
日
狛
江
市
告
示
第
百
九
十
六

号

和
泉
本
町
四
丁

目
周
辺
地
区
地

区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見

を
聴
く
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
北
青

山
三
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
案
及

び
見
解
書
の
内
容
に
つ
い
て
都
民
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
次
の
と
お

り
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
を
開
催
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
十
一
月
一
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
三
十
分
開
始

二

場
所

港
区
立
赤
坂
区
民
セ
ン
タ
ー
第
一
会
議
室

港
区
赤
坂
四
丁
目
十
八
番
十
三
号

赤
坂
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ぷ

ら
ざ
内

三

公
述
申
出
の
方
法
等

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
公
述
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
こ
と
を
記
載
し
た
公
述
申
出
書
を
令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

（
月
曜
日
）
ま
で
に
公
述
申
出
先
へ
持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電
子

自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
。

㈠

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都

の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
都

民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
、
住
所
及
び
役
職
名
）
並

び
に
連
絡
先
（
自
宅
又
は
勤
務
先
等
）
の
電
話
番
号

㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

公
述
し
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
（
八
百
字
以
内
）

四

公
述
申
出
先

㈠

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担

当
郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
九
階

㈡

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
en

t ／reading_guide／index.htm
l

五

公
述
人
の
選
定

㈠

公
述
人
の
数
は
、
二
十
五
人
程
度
と
す
る
。

㈡

公
述
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
抽
せ
ん

に
よ
り
公
述
人
を
選
定
す
る
。

㈢

公
述
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
申
出
人
に
通
知
す
る
。

六

公
述
の
範
囲
及
び
公
述
時
間

㈠

公
述
人
は
、
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ

い
て
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

㈡

一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
十
五
分
以
内
と
す
る
。

七

傍
聴
の
方
法

傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
携

帯
し
て
会
場
へ
入
場
す
る
こ
と
。

な
お
、
傍
聴
券
は
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
当
日
、
午
前
十

時
か
ら
会
場
入
口
に
お
い
て
先
着
順
に
交
付
す
る
。

八

注
意
事
項

公
述
の
申
出
が
な
い
場
合
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
は
開
催
し

な
い
。

九

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当

電
話
番
号
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
四
〇
九
（
直
通
）

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に
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あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
自
由
が
丘
二
丁
目
計
画

二

店
舗
所
在
地

目
黒
区
自
由
が
丘
二
丁
目
二
十
七
番
一

ほ
か
八
筆

三

設
置
者
名

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

番
地
一

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
未

定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
五
年
九
月
一
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

二
千
四
百
九
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

四
十
九
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

二
百
五
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

百
六
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

二
十
一
・
七
六
立
方
メ
ー
ト

ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
七
時
ほ
か

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
前
零
時
ほ
か

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三

十
分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

店
舗
内

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

十
七

届
出
日

令
和
四
年
八
月
九
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年

一
月
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
九
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

光
が
丘
Ｉ
Ｍ
Ａ

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
光
が
丘
五
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

安
達

勝

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

小
林

昭
次

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
六
十
四
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
西
友
ほ
か
六
十
七
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
西
友
ほ
か
十
一
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

世
田
谷
区
弦
巻
四
丁
目
二
十
一
番
一
号

大
和
田
ビ
ル
二
百
一
（
株
式
会
社
ア
エ

ナ
）

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

世
田
谷
区
三
軒
茶
屋
二
丁
目
二
番
十
六

号
（
株
式
会
社
ア
エ
ナ
）

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

（
合
同
会
社
西
友
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫
（
株
式
会
社
西
友
）
ほ

か

十
四

変
更
日

令
和
四
年
五
月
一
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
四
年
八
月
九
日
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十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年

一
月
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

経
堂
コ
ル
テ
ィ

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
経
堂
二
丁
目
一
番
三
十
三
号

三

設
置
者
名

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
十
八
番
十
二

号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

小
田
急
商
事
株
式
会
社
ほ
か
十
四
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

小
田
急
商
事
株
式
会
社
ほ
か
十
四
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

小
田
急
商
事
株
式
会
社
ほ
か
三
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

世
田
谷
区
経
堂
二
丁
目
一
番
三
十
三
号

（
小
田
急
商
事
株
式
会
社
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
万
福
寺
三
丁

目
一
番
二
号
（
小
田
急
商
事
株
式
会

社
）

十

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

藤
波

教
信
（
小
田
急
商
事
株
式
会

社
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

井
上

剛
一
（
小
田
急
商
事
株
式
会

社
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
三
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
八
月
十
二
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年

一
月
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

成
城
学
園
前
駅
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
成
城
六
丁
目
五
番
三
十
四
号

三

設
置
者
名

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
十
八
番
十
二

号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

エ
ノ
テ
カ
株
式
会
社
ほ
か
十
三
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

エ
ノ
テ
カ
株
式
会
社
ほ
か
十
六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

エ
ノ
テ
カ
株
式
会
社
ほ
か
四
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

世
田
谷
区
経
堂
二
丁
目
一
番
三
十
三
号

（
小
田
急
商
事
株
式
会
社
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
万
福
寺
三
丁

目
一
番
二
号
（
小
田
急
商
事
株
式
会

社
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

櫻
井

裕
之
（
エ
ノ
テ
カ
株
式
会
社
）

ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

堀

慎
二
（
エ
ノ
テ
カ
株
式
会
社
）
ほ

か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
六
月
三
十
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
八
月
十
二
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年

一
月
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ア
ク
ア
シ
テ
ィ
お
台
場

二

店
舗
所
在
地

港
区
台
場
一
丁
目
七
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
ほ
か
四
十

七
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
ほ
か
四
十

六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
プ
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
ほ
か
五
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

品
川
区
東
大
井
二
丁
目
一－

五
（
株
式

会
社
プ
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

港
区
赤
坂
一
丁
目
九
番
十
三
号
（
株
式

会
社
プ
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

マ
シ
ュ
ー

コ
リ
ン
（
ギ
ャ
ッ
プ
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

秋
山

玄
（
ギ
ャ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
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者
の
代
表
者
名

会
社
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
七
月
四
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年

一
月
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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